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医療制度改革及び医師等確保対策に関する決議
・

高齢化の進展等に伴う医療賞の上11∴キ|は、各医療働t険制度のケlイ
‐
政運

′
ド1をサ王迫 している。 とりわけ、い1民健11〔 1熙険は、りJll人 翻こ13け る「 1

齢者・低所イll者の害1合が杵しく高いうえ、近年υ)経済不況に伴う失
業者の伯、J｀中1に より I段 と厳 しい ll「態と41っ ている。

このような中、政府は、昨イ
「

H月 、厚生労働りて臣のもとに「高齢

者医療制度改革会議」を設rtし 、国民1キ保険1制 度υ)堅持を前1是 に後

リリ1高齢者医療|1川 度廃 |11後 の新たな制度のあり方について検言1・ を進め

ているところである。今後、11末に最終lli4り まとめを行い、これを

メ♯ヽまえ、り1年の通常[可 会に法案を提出し、 1`4成 25イトi4月 から新しい

1営i‖iわ者 |グこ療制度を施行する‐
r′ 定としている|,

一リブ、 |′ 17台体り

'f院

等において|■ 、カケiルtの |サJげ1等 にilミ るJ也域医療υ♪

リカ1壊や医曲liイ
(足等にfFう 1カt々 な|||1題 がイliじ t fl:ltの安′とヽ・安全の

“

:

イカtに サ|〔 fIIを 負う協
`|lj白

治イ本や111(|′ 1治υ♪根1眸 を11子 るがしかオnない ll丁

子よと為ン)て J「3り 、 JILttな 対
‐
ルトが,必 :要 とんさつているて,

よって、L司は、特に ド記事Jり〔について万全の11片 置を言l「 じI,れたい。

|リモリ芳〔イカtr灸 |lillり 虻に/)い ~(

司
~る

に :11た つては、彼保険:者・をはじめ現場に混舌Lを t〕 たらさない

ために t)、 運
′
泣:に体を以前υ)lljl‖「村 l口位に後戻りさせることはあ

つてはならず、その改革の方向としては、すべての国民を対象と

する医療保険制度の一本化に向けて、|■は たは湘
`道

府県を保険者

と可「るIJ民健康保険|1刊 度υ)1呼編・統合等を行うこと。

(2)後り切高齢者医療制度の廃 ‖1に伴い、国民健月〔保険制度の負111

1曽 は決 して招かないよう、国υ)責任においてノ」全の対策を言|「 じる

こと.

(3)力千制度発足に伴って発生 。波及するシステヱ、経費等について

|」:、 ノヒ過負‖1を |(1かイ0い よう1ビ、要な額を確実に1静イカtづ
~る

とともに、

凍やかな1青 幸賊提(共 と |・ 分なツγ:備リリ||‖1を i没 ける二と〔,

一己
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2.医師・看護師等υ)確保丼」策及び地域医療の充実について

(1)オ研1・ 医 。ノ
1ヽ児fllセ〔・1掏:||‖ tlL:等 をはじめどケる医白li、 行護11F

等の不足や「也域ごと・診り〈(11・ ゴtLの |`【 出litt1/1cノガご態をメ♯ヽまえ、IJ

のll:要施策である質υ)高い|'こ療サービスの実現等を実効よ)る も
のとするとともに、地域を支える医自li O ri‐ i隻自littυD絶キl数を|“ :|力 t

」
~る べく即効1ゾ |:の ibろ 施策及び |一 分なllイ

・政‖ヤlμlを 1「を、に11'じ る
こと。

(2)白 治体病院をはじy)公的病院について11に 、地域t/9実 情に応じ
た医療をイ

“

:イ htす ることができるよう、 |。 分な||イ

・
政111rtをイ|ケ じるこ

とり

また、自治体病院をめぐる経
′
lil環境が激変 していることにか

んがみ、経
′「1改善等にイ系る二t14く的なlil辞餞提夕やや I財

・政11ヤ lri4rどυ)支

援策をfJ:極 的に「|「 じること。

上以 11汐セ「滝¬|~ろ 1,

ス
14′ ,文 22イ 116り 1 1〕 ||

〈
バ

長一―――全
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斗二1戊 22`F4月 27日
厚 生 労 働 大 臣

長 要  llF 殿

日本経 済 IJ体 連 合 会

日本労働組合総連合会

全 国 健 康 保 険 協 会

ltr康 保険組 合連 合 会

会 長 御手洗冨士人

会 長 古 賀  伸 明

理事長 小 林   MI
.会

長 ・μ井  克 彦

・
高齢者医療制度の再構築に向けて (要望書 )

政府は、高齢者医療鮨11虻のFj構築に向け、「高齢者医療市1度改11会議」を中
`い

に議論を

進めている。 このたび、被用者保険に関係する 41J体で lFt議 した結果を踏まえ、4団体

は政府に対 して以 ドの事項を要望する。政府におかれては、これらを掛酌され、高齢者

医療鮨1度改革会議の中間とりまとめ、最終 とりまとめに路1んでいただきたい。加えて、

来年度以降の政策の策定や 予算編成に向けても、これ らの要望が |‐分に活かされること

を強 く要望する。

1.高 齢者 医療制度 に対す る公費負 11の拡 充

現在の高齢青医療市1度 は、現役世代に対して過重な負担を求めている。人口の高齢化

等により医療費の増大は避けられず、このままでは現役世代は過重な負担にllJし 潰され

てしまう。よって、

(l)医療保険怖1度全体を持続口∫能なものにしていくために、新たな高齢者医療市1度の構

築に際しては、公費負担を拡充していただきたい。併せて、公費負lH拡充のための安

定財源を確保する必要があり、それを実現するための道筋を早lUlに 示されたい。

② こうした改itが実現されるまでの間、被用者保険の各保険者に対する財政支援の継

続と拡大を要望する。

2.地域保険と被用者保険の維持と発展

高齢者医療鮨1度 を支える現役世代の医療保険市1度については、従来どおり、地域保険

は国保が、被用者保険は健保組合、協会けんぽ等の各保険者が担い、それぞれが加1入 者

の特性に応じた保険者機能を発揮する鮨1度体系が最善である。

保健事業や医療費適 1:i化への積極的な取り組みは、国の期待に応えるものであると同

時に、医療保険縮1度全体の安定化にも寄与するものであるが、これらの取組みについて

は、被月J者保険の各保険者が、職域の基盤を最大限に活用し、事業主と従業員の協力の

もと効率的な運営に努めることが重要である。

将来にわたり、国保と被用者保険の両者が共存する縮1度体系を維持し、地域と職域、

それぞれの保険者機能を活かしつつ発展させていくことを要望する。
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医
療
保
険
制
度
の
安
定
的
運
営
を
図
る
た
め
の
国
民
伸
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
冊
帯
決
議

＃
″

・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
二
十
二
年
五
月
十

一
日

参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
弔
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
間
を
識
ず
る
こ
と
。

一
、
後
期
高
齢
著
医
療
制
度
及
び
前
期
高
船
者
に
係
る
保
険
堵
間
の
費
用
負
担
の
調
整
に
よ
る
拠
出
金
負
担
に
よ
っ
て
、
運
営

に
困
難
を
き
た
し
て
い
る
保
険
者
に
対
す
る
財
政
こ
援
を
、
同
法
案
の
措
置
期
限
で
あ
る
平
成
二
十
四
年
度
ま
で
の
問
、
継

続
し
、
か
つ
更
に
充
実
す
る
こ
と
。

二
、
国
民
健
康
保
険
制
度
に
つ
い
て
は
、
広
域
化
午
支
援
及
び
適
り
な
財
政
支
援
を
行
う
こ
と
。

三
、
高
齢
者
医
療
制
度
に
係
る
保
険
者
間
の
費
用
負
担
の
調
整
に
つ
い
て
は
、
そ
の
再
構
築
に
向
け
、
広
く
関
係
者
の
意
見
を

聴
取
す
る
と
と
も
に
、
若
年

‥者
の
負
担
が
過
人
´́な

も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
、
公
費
負
担
を
た
実
す
る
こ
と
り

右
決
議
す
る
。
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高齢者医療制度改革に関する意見

新たな高山〉者|二療制度の和ll没 にあたっては、に1民 に不安|や混舌Lを 与えることな

く、1嘔iルれ りヽ|!解 と納得がイllら メしる|IJ度 と 〕ヽ
い
るよう、1」:急 に乱li論 を出さず、1プ (!向 に

1貪 言(1づ
~る

ことt)

また、1可 Lt健康物t険の安定運11を 確保するため、特に ド記 '|「 IIIを 実現すること。

li己                   ‐     、

1.改革の基本的な方向性

現行 |1川 度11設υ)経糸IFと |卜J度定着の Jり11人 を鑑み、現行 |卜Jttυ )根 幹は引き継 ぐと

と tぅ に、保1倹料負111は ,りι行水準を剰け午すること。

また、 1呵 Lt情保 I灸 |卜1度 の受け |||[で ある1呵 Lt健康保険を1子 メ(に ,1つ て1111キする

プこめの l1lυ)J〔任をり|1綸:に

'j司

~こ
と。

2.運営責任

都道川T県 :it位 の財政運
:FIに

`よ
り保 r炎 131`1111の 公 |`え化及 Uヾ )財

`政 基壇常の安定化を

‖1旨 した現行 ||メ lサ主σ,利メ|、1を り|き 剤米ぐとと t)に 、 ||コl度運
′
|:キ υ)メ〔イ千1よ 者IS;並サ「f比 tが 111

うことを|り l硝:に した‖メl度 とすること。

3.国保の負担増 とならない制度設計

11lLt健 J〔働tl倹 の負11リヤ|と ならない制度設計を行 うこと。

4.市町村国保の広域化

保険料水準の格差解消を図 りつつ、 |lj‖「村 1呵 傷tを ‖
`道

府県 llt位 に広域化 し、

||〕l度運ギlσガ〔イ■はFil∫ ;並りITり rtが 夕lう こと。

5.準備期間の確保

新‖iJ度 への移行にあたつては、システム改修等を含め、り1場 での混 :1し を避け

るため |‐ 分な準備期1間 をf綸:|力tす ること。

1`41b比 22イ 116月 1811

-11-
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第 7回高齢者医療制度改革会議・各位

急り|」 で欠パf司
~る

こととなり、リトrLを 御1子とびづするとともに以下の意

見書をお受け取りくださいますようお願い申し liげ ます。

｀
1句成22イ 116り 11911

宮武 周1

意 見書

現行υ)「 高齢者|クt療制度」廃 ILttσ )、 新たな制度体系は1可 L(情保

険体制を支える「
J・山域保険」の1年構築を大11的 に設計すべきである、

と考えます。その観点から、マ4ま しく、実現 li∫能1ツ |:グ )高 い制度設計

σ)ボ イン トは1メ ドの(kう な概要で|■ ないか、と想定しております。

1、 原則 75歳以 liの 人'11を 市り「村国民健康保険 (市山「村卜Jttt)に 再び

迎え入れる (彼川甘街t険の関キtl険 計4く 人、彼Jり(美 音を除 `く )(・

そυ)||∫ 111‐樹
・
|‖物tの 多くITに 、 少 r・ 高齢化υ)色、進りJモ に連れてリスクう)

散が難 しい片1党 に陥りつつル)り 、用
`i直

府県|11位 に火替えすべき時

代を迎えたのでllな いな )

3、 75歳以 liは 1)ち ろん、65歳
～
75歳未7出i(被用者‖隣/p彼働t険者本人、

彼扶養者を除く)の 大
'111)引 退‖L代であり、現役 (イf人 )1世代との

-13-



間には負担能力や医療ニーズ等に大きな差がある。このため原則

65歳以上についてはFIじ 都道府鴫t単位の日J保の加入者ではある.

が、財政運営のみ当llな る訓寸」在日回る。

1:也域イカt険のT卜「編成といった大改革を一気に実りとするのは難しく、

各市|||]~本
1・ 1司保がまず 65歳以_llについて都l直 府県11位の貝イ

・
政調1曹

をil卓 じ、 次いでI兄イ交llttt t,汗 |`i重 ポ「りit lltイ ウ:に ||「 編サJえ づ
~る

1:セ片ヤ白勺イた不多

行策のププが実現 H∫ 能1ブ |:は 高いのではないか1'

4、 65歳以上に係る財政訓幣策は、これまでυ)議論や試算をI甲iま える

イ蔵ら、(Dル F員1175歳以上は現イ111刊 度と同イ樹tにイカtl倹オ+11や |、 各1脚 |り 虻

カザ)の 支援企 4割、公費 5害1の }け政調1盗 (支援金υ,1:定 ブブ法liktti金 協

1議 )(365清披～75清 米ヽЙliに ついては言亥)11イ littυ )保険オ:|を「亥)11イト古令が

イ吏うレこ琥(ずよのでみに充当司
~る

(先 ブごて方式)オrど で総費り‖に ||「 める仙t

l倹米:「 υ)1・ヒF「 を「 ly)る (こ f/J IIイ
・
J支調1“ にたり

't担

増グ)制 度に対・する手:!1て

|:1)サ lli全 1協 i歳 ),

しかし、現役 |[七代を含めるとイ
|:‖i令り11に ,1つ て「ilⅢI構造グ)千力t険料体

系となり、その複雑さを避けるなら65歳以 1lυ )すべてを糞l象 に保

険料、公費、支援金の組み合わせで財政調1整 を1文 |る 方策モリある.

この 2層構造については、公費充当額や各|1刊 度の負lJlυ )変化等に

ついて詳細な試算が4ビ、要になる。

-14-



5、 国保を都道府ll i11位 に再編1成する場合、最ウヨ[間 は保「

`t料

の扱いで、

保険オ:卜 を統―̂す る場合は、道路 一つ、|1僑 一つ隔てただけで負111が

_サ
1[な る|ITIII「 村ごとの格差を解消し、サ|イ

‐
政

'ユ

11生の安定を図れる`,一

方で、市田「村ごと1/D収納率の由l上等の努力が軽視 0無視される恐

ブし力≒し)り 、 レtドチこオ:|が り古イli tlミ リイi曖月潜にi膏iく イリ:ろ J也 1或 も r′ おUさ ノじる。

6、
.改

|ド :会議における有識者からυ)意 見微|1又 では、とりわけ「
|「 ‖|「本1‐ の

努ノプをイ|:かすノブ策が求め「りれ′た(:そ ヴ)趣 旨を優先するなら「分賦

企方■t」 はイl‐ 力な選1りく肢になる、 と思わオじる()づ「でに高知|り iミ の国

保関係者に 1員 る「国保事業グ)'|「 務の広域化」報告♯キで tD ttj或連合

による「IJ[1妾賄iヽ f,t方式」と並び「分賦企ノブ式」が併記された。

こυ)方 J‐にを青|`道イサム,t}11位の1lJイカこで採ナ|IJ~る と、 l・il`道りlt∫ リスは医療

費実瓶!iに 応 じ、いわば
'た

準保険料を設け、それを基に各 ||テ 町村の

収納率等を勘案し、糸ノ1付すべき保険料総額 (分賦金)を個り11に 定

める.各 市||11・ 本1・では、その総額をり」:に仙t険料算定方法を定めて徴

収する。 都道府りitに とつては納付総額が保障される。各市田「村は

収納率をi高 めると保険料の 11月・を1111え ることができる。また、医

療費υ)i芭 ||:化 に多子めるとをヽ費

`tllilが

Jll,‐ えることができることから、

各都道府りitに加えて(各 |lillll‐ 村σ)収剰1.υ )推進がり明待できる。。

-15-



7、 当初は 65歳以上対象の都道府県単位の財政訓J整を実施するJ場合も、

出
`il府

県は基キlti7t“ t料の設定・分賦金の年〉定 。国保連合会をi亜 じ

、 たレセプ ト点検・診り1(報門Jの支払い、医療言「画の策定t ifi齢 胡I

療費t/m分 析などを引き受ける、 11jlllI本 J‐は「分‖武金方式」によつて

高‖i令者υ)1カt険料設定・保険料微収・保険漁|:発 行・窓ロサニビス・

健康診査などの業務を担当し、こυ
｀
)役

1年1分 111を 次第に全イ11齢り||ヘ

|ルリて・1~る ことで、 rl`i芭 りfTtttと |ITIII「本1・がJ・也J或イ絆tF`ミ σ)共卜1連 ilキ に主11た

る近未来図を描けるのではないか“     |

以 ll
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後期高齢者医療制度に関する要望書

平成 22年 6月 9日

全国後期高齢者医療広域連合協議会

-19-



後リリ1高 齢者医療 |1刊 度は平成 24年度末で廃止することとされ、現在、

「高齢者医療制度改均t会議」において、新たな高齢者医療制度の検討が

なさノして'い る。

新 |1川 度移行まで継続される現行 ||」 度については、これまでに改鋳が

なされた 可「項の継続実施に力llえ 、さらに改善がZ、 要な事項に対する

」IL急な対応が4必要である。

また、新 |卜Jtt1/9倉 liitに 当たっては、彼保1倹 者等にイて安ゃ混舌Lを 与える

ことイリさく、 公 1`4で う)か リベンl~く 、 lllll`ガ :い IJJ itυ ,和り|ィ 11=と イillサ〔がイllら ブじる

制度となることを望むモリυ)である.

現行制度の円滑な運営 と新制度υ)ll午 築に向け、「IJは 、下記に1場 げる

.1■蝠こ/〕 いて、 1でittυ )1忙 ,逝iを さオじる(Jミ う要マ4可
~る
`)      

・

i記
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後期高齢者医療制度に関する重点要望

1 現行制度に関する重点要望事項

(1)こノしまでに課;題 として1荘り|!さ れている可frJ(に ついて、広J或連合、

市区||11‐ 樹
‐
等との意見交換を |‐ 分に行 うとともに、その意見を1'11し 、

現場等への影響を考慮 した上でヽスケジュールυ)調整等を行い、

lll‐り明に改善すること。

また、制度廃 |11以降υ)業務処理に支障が′liじ ないよう、処馴1手順

及びスタ
~ジ ュールを|り l示 づ

~る
とと1)に 、 彼イカtl倹 考にてく安・混舌Lが

Jiじ ′0い (1ミ う‖刊り女グ)〃ご|111時
llり l等 にくりいて広く夕1'JIを イfう こと.

(2)i14′茂24イト度υ)保 1倹お「ヰζ改ク亡にオSい ては、 被仙tl倹 者υ)仙tl倹わ「負111

がJ「曽力‖し4rい (」こう、 2、要なナけ源を国にJむいて硝:働tJ~る こと.

また、低所得者等に対
・する現行υ)保険オ:卜軽減1・片|11を 継続 し、国ノl

による予算1片 |だtを 11'可
=る ことt. ・

(3)保険料の特別徴収について、外l象 となる年金υ)選択制の導入、

り1次捕 1り上に .1る i■やか4r特男ll微 1又移行及び保険料変更後 ()特乃ll微収

υ)削光続が li∫ 能 となる。jミ う関係機関へ要請 し、改善すること.

(4)健康診査を「努力義務」から「実施義務」に見直し、国・倒
`道

府

県・市区|||「 村の費用負11lυ )法定化を|ネ|る こと(1
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(5)後り切請i齢者医療広l_ll連合1七 年「処理システム (標準システム)には、

上「LJり]に 改修が ,と、要な不り[合や改 iキ 事項が多く
~/Aら

れることから、

電話等による〃(11支 連合ヽの迅速なサポー ト14ゞ |IJを 構築 し、安定した

連り11に 欠くことができない検証作業、動作確認等を‐
|づ)に 行い、

広Jl支道|:合 及び |「
jlメ

:||||・ 本ヽ1・ の業務に支障がイ11じ ないようにすること。

また、バージョンア ップ等に伴 う作業経費等については、11ヤ )

負Jllと J― るこ tL,)

2 新制度に関する重点要望事項

(1)f卜 J度構築に当たって|:it国民υ)合意が得ら左じるよう、倒i会保障

制度全般を視野に入れ、持続可能で分か りやすく、公平な制度と

するため、彼保険者及び|;‖係機関と|‐ 分な議論を行い、その意見を

反 1映 させるとともに、ィ∠、要な財湯1に ついては、彼保険者の負llゃ

地 ノ́プの

`負

JJ lを ナ中|力 ||さ せるこ1と な ,く 、全符〔国においてィ確保づ
~る

こと。

(2)IIIと してIJ民各層にそυ)り |!念・意義の川知|を 徹底すること̀
)

また、市1度
`ヽ

のJJl解 不足による混舌Lが 生 じることのないよう、

ま)ら ゆる広報媒体 (テ レビ、新聞など)を 7舌用し、国による積極的

な広報を行うなどて国の責任において万企υ)策を言l卜ずることで,

(3)運営 :主体は湘
`道

府県とし、14・ lは将基にわたり国民皆保険制度を堅

持するために必要な財政支1媛 を拡充するととく,に 、都i道府県、「II区

‖「村の役割分lJ lを |り l確化 し、保険者機能が |´ 分に発揮できる体制と

司
‐
ろ二`L(
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(4)保険料徴収方法の選択、特別徴収の対象年金の選択及び月次|‖i捉

による速やかな特別微収への移行等を可能 とするこ'と
6

(5)一剖∫負担金の負担害1合 を一律にし、自己負担限度額の区分判定に

おいても分かりやすい判定基4tと するなど、シンプルな制度設計と

すること。   1

(6)制度開始後の変更が起こらないよう、 11「 前に十分な1食■l・

行 うこと。

(7)電算処J!シ ステムの構築に当たつては、 |‐ 分なくた備・検 1称に期間を

1納 :イカtJ~る ことによiり 、しtル tり 虻が |「1く 、りι場の処理|!・ 実1青 に‖llし た、

安定的 4r連 月lが 可能な 1)の とし、支障がイliじ た際には、迅速かつ

適り]に 対処できる確 lllilと した体 |1対 を構築すること.

また、システム構築費用については、IJの 責任において全額措置

すること0

を証
　
′

資
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`

後期高齢者医療制度に関する要望

1 現行制度に関する要望事項

(1)イリ:4tシ ステムについて、制度継続りUl間 中にイ:機 器の更新時リサ|を 迎え

ることから、そヴ)対応策及び廃 |ll tt t/Dtti量 稼働に係る具体的で的確

なllit組 ノブ針等を liL急 に提
'ltす

るこレ

(2)保険料について

(I)低′J千 イ:卜 者に係 る軽減判定について、 lttイ IFか ら1‖ 人へ変更する

こと。

② 披用者保険υ)彼 1夫 養者に係る情報1提 供時期について、迅 i基 な

軽減適用υ)た め、職 1嗜:でυ)調査・適用等が可能な仕糸[lみ とづ
~る

と

とモ)に 、対象者に力lす る広報を彼用者保険側で 1)行 うよう要言♯i

すること。

③ 審査支払手数料は、保険料算定項 目であるため、日1庫υ)対象 と

づ
~る

ことにより、 初貶保1倹 #υ )負 1111囃″成を|ヌ|る ことで,

① 年金記録の言l‐ ll:に伴う年金受給額1曽 符:者への租税・保険料等ヘ

の影響について、国 。「1本年金機構グ)責任において、
「

1民への

説り
:l・

周知等υ)tl応 をイ11う こと。

(3)長寿・健康増進 J「業は、複数年度継続 して実施することで効果が

現れるものであるため、継続 した財政措擢1を行 うことぃ
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(4)国「に負1■金、副1整交付金、国庫れ打助金等の交付については、年間

交付計画を明確にするとともに、保険者の支払計画に支障のない

」ミう速やかに交イ寸づ
~る

こと。

また、被保険者の負1■割合に力:多響が及ばないよう、IJにおいては  '

療養給付に対する定率交付は 12分の 4「 を確保 し、広J或連 合間の

所得格差を調1盗する 「
|]月 1修 交付金」は、保険料率雲1定時より所得

係数が上昇‐した場合でも財源不足により|1制 度運11が 困難とならない

よう、 国にJむ いて

'jJオ

41で I確 f‖t司
~る

こと。

(5)対象者が高齢#で あることをiイiま え、基4t収 入額通川、限度額

適用・標準負担額力l支 符i認定υ)各 種申請について、公縄i等 で確認が

できる 1)の については、1周係機関への要請やシステム改1多等を行い、

T:「 fiヒ な1限 り衛'i素 化する二と.

(6)医療費グ)一部負111金 の負111割 合及び ||1己 夕tlll限 度額の負担区分の

判定を1司 人単位で行うこと。

(7)「標4t夕1111符1カ支符!」 、「i朽符

"(養
費」今年の判定について、他保じミ|1刊 度

加入タリ|1用 に係る|と、要な情報を引き継ぐこと。

(8)健康診査に係る田庫補りJ基準額をり|き 上げることぉ

(9)柔道整復、はり 。きゅう及びル)ん・に。マ ッサージに係 る支給申請

i牛等について、電 F・ デー タ化を推進するこ .L

-25-



`

(10)臓器提供意思表示の被保険者証への記 1支 について、匡|に よる十分

な広報を行 うこと。

(H)ilヽ額介誰合算戒(1奏 費に1闘するシステムについて、|;亥 当者の抽出や

該当者への勧奨及び給付額の餌:定等広 j或連合での〕■用に支障が無い

(1う 、当L急なシステム改修を実施すること。      |

また、 システム対応が不可能な場合においても、館i素 な方法に

t]ミ る負担 11挙 減が lJ∫能とイjき るよう、|1劇 度グ)見 il七 しをイ「うこと。

2 新制度に関する要望事項

(1)現在なされている議論の内容等について、一元的かつ迅速な情i報

捉りtをイ「 うこと。

(2)新制度ンくυ)移行に際 し、現行制度ク)運営に支障をきた1~こ となく

スユ、―ズな移イ子が ll∫ 能とイズる」ミう、 十分に配慮J~る こと:,

(3)制度への加人は、年齢到達υ)日 Цl位ではなく月単位とすること。

(4)任け
'F得

者のイカt険料については1彼保険者へυ)i邑 大な負担となら

ないようZ、要4r措置を「|「ずること。

(5)「標4t負夕t符1カ成額」、「1宮i容 1サ1(イ審ダセ」|卜の111定 について、他仙t険 1椰l度

ブリ‖人り切||り に係 る,ビ、要な情報を引き継 ぐこと。
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(6)保健事業の円滑な実施体制を確立するため、国・都道府県・市区

町村の役害1分担及び財政措置をり]確に規定するとともに、健月〔診査、

人間 ドック等の助成可「業や実施内容等を年齢で区分しないこと。

平成 22年 6月 9日

厚生労働人Fl

長 菱  |1子7

企F‖ 後り明:汽 齢 者
‐
|'モリ1(広 l或連合協議会

会長  1ずi ナ己 俊 彦

■

月
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